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13㎜

20㎜

25㎜

30㎜
40㎜
50㎜
75㎜
100㎜
150㎜
200㎜

公衆
浴場用

特別
給水

1,331円

2,211円

2,882円

4,037円
6,490円
16,863円
31,614円
56,210円
140,525円
275,781円

8,668円

従量料金（1㎥につき）

　  1～10㎥
　11～20㎥
　21～50㎥
　  51～100㎥
　101～200㎥
201㎥～
　 1～100㎥
101～200㎥
201～500㎥

　501～1,000㎥

1,001㎥～

101～200㎥
201～500㎥
501㎥～

1㎥につき

11.0円
222.2円
358.6円
420.2円
477.4円
532.4円
420.2円
477.4円
534.6円

545.6円

594.0円

140.8円
157.3円
171.6円

420.2円

口径 基本料金
使用水量 新料金口径

従量料金（1㎥につき）
種　別 基本料金

排除量（使用水量） 新料金
　  1～10㎥
　11～20㎥
　21～50㎥
　  51～100㎥
　101～200㎥
　201～500㎥
　　501～1,000㎥
　1,001～2,500㎥
2,501㎥～

1㎥につき

11.0円
132.0円
158.4円
184.8円
209.0円
235.4円
261.8円
290.4円
319.0円

31.9円

1,152.8円一般汚水

公衆浴場
汚水

水道料金 下水道使用料 水道料金・下水道使用料合計
使用水量

10㎥

20㎥

30㎥

40㎥

50㎥

現　行

1,815円

3,553円

6,369円

9,185円

12,001円

改定後

2,321円

4,543円

8,129円

11,715円

15,301円

増加額

506円

990円

1,760円

2,530円

3,300円

現　行

975円

1,998円

3,230円

4,462円

5,694円

改定後

1,262.8円

2,582.8円

4,166.8円

5,750.8円

7,334.8円

増加額

287.8円

584.8円

936.8円

1,288.8円

1,640.8円

現　行

2,790円

5,551円

9,599円

13,647円

17,695円

改定後

3,583.8円

7,125.8円

12,295.8円

17,465.8円

22,635.8円

増加額

793.8円

1,574.8円

2,696.8円

3,818.8円

4,940.8円

平均使用水量

改定後の金額

8㎥

3,539.8円
15㎥

5,354.8円
20㎥

7,125.8円
23㎥

8,676.8円
28㎥

11,261.8円

世帯人員

単　身 2 人 3 人 4 人 5 人

埼玉県へ支払っている下水の処理に係る負担金埼玉県からの水の購入費用

（年度） （年度）

給水収益の推移

126

128

130

132

134
（億円）

R3 R4 R5 R6 （年度）
35

40

45

50
（億円）

R6 R7 R8
22

24

26

28

30
（億円）

R6 R7 R8

口
径
　
㎜
以
上

30

口
径
　
㎜
以
下

25

令和8年4月1日から

上下水道事業は、皆さんにお支払いいただく水道料金と下水道使用料で必要な費用を賄っています。しかし、
生活様式の変化などによる使用水量の減少に加え、資材価格の高騰などにより、現在の料金・使用料のままで
は上下水道施設の老朽化に伴う更新や維持管理が困難な状況です。将来にわたって安全・安心にご利用いた
だくため、水道料金・下水道使用料を改定します。皆さんのご理解とご協力をお願いします。

▲上下水道局
ホームページ

▲設置から44年が経過した水道管

水道料金・下水道使用料を改定する背景

本市の上下水道事業は事業開始（着手）から75年以上が経過しており、法定耐用年数を超
えた水道管・下水道管の割合は年々増加し、老朽化が進んでいます。施設の維持・更新に加
え、近年増加している自然災害などへの対策も行っていく必要があります。

節水機器の普及や生活様式の変化から一人
当たりの使用水量が減少しているため、水
道料金として得られる収入（給水収益）と下
水道使用料収入は減少しています。

本市の水道水は、その大半を埼玉県から購入して使用しており、令和8年4月に
値上げが予定されています。また、下水（汚水）は、全て埼玉県の下水処理場（流域
下水道）できれいな水にしています。この費用も負担金として埼玉県へ支払って
おり、既に今年4月から増額され、支出が大幅に増加する要因となっています。

影響額（令和8年度）8億7,500万円の増 影響額（令和8年度）3億3,500万円の増

皆さんの生活に不可欠なライフラインである「上下水道」を安定して使用し続けていくための改定です。

改定後の水道料金・下水道使用料表（１カ月当たりの新料金（税込））

水道料金・下水道使用料は、水の使用にかかわらず平等にご負担いただく「基本料金」と
使用水量に応じてご負担いただく「従量料金」を合計し、2カ月分をまとめてお支払いいただいています。

水道料金表 下水道使用料表

検針時にお届けする
「水道使用水量等のお知らせ」
で確認できます。

改定後の水道料金・下水道使用料早見表（口径20㎜・1カ月当たり（税込））

改定後の世帯人員別の使用水量と上下水道料金イメージ（口径20㎜・1カ月当たりの新料金（税込））

問い合わせ…料金課　i048-258-4132　k048-256-4871

を改定します

詳細は上下水道局
ホームページを
ご確認ください

使用水量

メーター口径
メーター口径・
使用水量の確認方法

上下水道施設の老朽化背景

収入の減少背景 支出の増加背景

改定のポイント

改定日 令和8年4月1日
改定率 平均改定率※  水道料金…26.74%  下水道使用料…27.16%
基本水量撤廃 基本料金に含まれている基本水量（1カ月当たり10㎥）を撤廃し、

使用水量に応じた料金・使用料体系とします。
※平均改定率は全体の改定率であり、ご使用の口径・水量により異なります。
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を改定します

詳細は上下水道局
ホームページを
ご確認ください

使用水量

メーター口径
メーター口径・
使用水量の確認方法

上下水道施設の老朽化背景

収入の減少背景 支出の増加背景

改定のポイント

改定日 令和8年4月1日
改定率 平均改定率※  水道料金…26.74%  下水道使用料…27.16%
基本水量撤廃 基本料金に含まれている基本水量（1カ月当たり10㎥）を撤廃し、

使用水量に応じた料金・使用料体系とします。
※平均改定率は全体の改定率であり、ご使用の口径・水量により異なります。
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13㎜

20㎜

25㎜

30㎜
40㎜
50㎜
75㎜
100㎜
150㎜
200㎜

公衆
浴場用

特別
給水

1,331円

2,211円

2,882円

4,037円
6,490円
16,863円
31,614円
56,210円
140,525円
275,781円

8,668円

従量料金（1㎥につき）

　  1～10㎥
　11～20㎥
　21～50㎥
　  51～100㎥
　101～200㎥
201㎥～
　 1～100㎥
101～200㎥
201～500㎥

　501～1,000㎥

1,001㎥～

101～200㎥
201～500㎥
501㎥～

1㎥につき

11.0円
222.2円
358.6円
420.2円
477.4円
532.4円
420.2円
477.4円
534.6円

545.6円

594.0円

140.8円
157.3円
171.6円

420.2円

口径 基本料金
使用水量 新料金口径

従量料金（1㎥につき）
種　別 基本料金

排除量（使用水量） 新料金
　  1～10㎥
　11～20㎥
　21～50㎥
　  51～100㎥
　101～200㎥
　201～500㎥
　　501～1,000㎥
　1,001～2,500㎥
2,501㎥～

1㎥につき

11.0円
132.0円
158.4円
184.8円
209.0円
235.4円
261.8円
290.4円
319.0円

31.9円

1,152.8円一般汚水

公衆浴場
汚水

水道料金 下水道使用料 水道料金・下水道使用料合計
使用水量

10㎥

20㎥

30㎥

40㎥

50㎥

現　行

1,815円

3,553円

6,369円

9,185円

12,001円

改定後

2,321円

4,543円

8,129円

11,715円

15,301円

増加額

506円

990円

1,760円

2,530円

3,300円

現　行

975円

1,998円

3,230円

4,462円

5,694円

改定後

1,262.8円

2,582.8円

4,166.8円

5,750.8円

7,334.8円

増加額

287.8円

584.8円

936.8円

1,288.8円

1,640.8円

現　行

2,790円

5,551円

9,599円

13,647円

17,695円

改定後

3,583.8円

7,125.8円

12,295.8円

17,465.8円

22,635.8円

増加額

793.8円

1,574.8円

2,696.8円

3,818.8円

4,940.8円

平均使用水量

改定後の金額

8㎥

3,539.8円
15㎥

5,354.8円
20㎥

7,125.8円
23㎥

8,676.8円
28㎥

11,261.8円

世帯人員

単　身 2 人 3 人 4 人 5 人

埼玉県へ支払っている下水の処理に係る負担金埼玉県からの水の購入費用

（年度） （年度）

給水収益の推移

126

128

130

132

134
（億円）

R3 R4 R5 R6 （年度）
35

40

45

50
（億円）

R6 R7 R8
22

24

26

28

30
（億円）

R6 R7 R8

口
径
　
㎜
以
上

30

口
径
　
㎜
以
下

25

令和8年4月1日から

上下水道事業は、皆さんにお支払いいただく水道料金と下水道使用料で必要な費用を賄っています。しかし、
生活様式の変化などによる使用水量の減少に加え、資材価格の高騰などにより、現在の料金・使用料のままで
は上下水道施設の老朽化に伴う更新や維持管理が困難な状況です。将来にわたって安全・安心にご利用いた
だくため、水道料金・下水道使用料を改定します。皆さんのご理解とご協力をお願いします。

▲上下水道局
ホームページ

▲設置から44年が経過した水道管

水道料金・下水道使用料を改定する背景

本市の上下水道事業は事業開始（着手）から75年以上が経過しており、法定耐用年数を超
えた水道管・下水道管の割合は年々増加し、老朽化が進んでいます。施設の維持・更新に加
え、近年増加している自然災害などへの対策も行っていく必要があります。

節水機器の普及や生活様式の変化から一人
当たりの使用水量が減少しているため、水
道料金として得られる収入（給水収益）と下
水道使用料収入は減少しています。

本市の水道水は、その大半を埼玉県から購入して使用しており、令和8年4月に
値上げが予定されています。また、下水（汚水）は、全て埼玉県の下水処理場（流域
下水道）できれいな水にしています。この費用も負担金として埼玉県へ支払って
おり、既に今年4月から増額され、支出が大幅に増加する要因となっています。

影響額（令和8年度）8億7,500万円の増 影響額（令和8年度）3億3,500万円の増

皆さんの生活に不可欠なライフラインである「上下水道」を安定して使用し続けていくための改定です。

改定後の水道料金・下水道使用料表（１カ月当たりの新料金（税込））

水道料金・下水道使用料は、水の使用にかかわらず平等にご負担いただく「基本料金」と
使用水量に応じてご負担いただく「従量料金」を合計し、2カ月分をまとめてお支払いいただいています。

水道料金表 下水道使用料表

検針時にお届けする
「水道使用水量等のお知らせ」
で確認できます。

改定後の水道料金・下水道使用料早見表（口径20㎜・1カ月当たり（税込））

改定後の世帯人員別の使用水量と上下水道料金イメージ（口径20㎜・1カ月当たりの新料金（税込））

問い合わせ…料金課　i048-258-4132　k048-256-4871

を改定します

詳細は上下水道局
ホームページを
ご確認ください

使用水量

メーター口径
メーター口径・
使用水量の確認方法

上下水道施設の老朽化背景

収入の減少背景 支出の増加背景

改定のポイント

改定日 令和8年4月1日
改定率 平均改定率※  水道料金…26.74%  下水道使用料…27.16%
基本水量撤廃 基本料金に含まれている基本水量（1カ月当たり10㎥）を撤廃し、

使用水量に応じた料金・使用料体系とします。
※平均改定率は全体の改定率であり、ご使用の口径・水量により異なります。


